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子
育
て・
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け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
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タ
イ
ム

カ
メ
ラ
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ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー
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相
談
会・

消
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の
豆
知
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広報 8

ごみ出しのルールを守りましょう！
　ルールを守らないごみの出し方は、周辺住民や通行する人などに迷惑をかけることになります。
■決められた曜日に出す
　当日・午前８時までに出してください。（コースごとに回収日程が決まっています。ごみ出しカレ
ンダーに沿ってお出しください。）
■注意点　ごみ出しカレンダーの地区名欄に赤字の※印がある地区は、８月のみ午前７時までに出し
てください。
■問合せ　環境課環境衛生係　☎72-6916

　
外
来
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
類
に
よ
る
被
害

の
拡
大
防
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
被
害
を
受
け
た
木
の
伐
採
な
ど
に

必
要
な
費
用
の
一
部
を
予
算
の
範
囲
内

で
補
助
し
ま
す
。

▼
受
　
付
　
役
場
開
庁
日
の
午
前
8
時

30
分
〜
午
後
5
時

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
終
了
と
な
り

ま
す
。
電
話
で
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
受
付
場
所
　
環
境
課

▼
補
助
対
象
と
な
る
被
害
木
（
次
の
要

件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
）

○
フ
ラ
ス
（
外
来
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
類  

の
幼
虫
が
樹
木
の
中
に
存
在
し
て
い

る
場
合
に
確
認
さ
れ
る
幼
虫
の
フ
ン

と
木
く
ず
を
い
う
。）
発
生
な
ど
の
被

害
が
確
認
で
き
る
樹
木
で
、
町
が
被

害
木
で
あ
る
と
判
定
し
た
も
の
。

○
被
害
木
の
伐
採
後
の
処
置
、
運
搬
な

ど
に
つ
い
て
適
切
に
防
除
お
よ
び
拡

散
防
止
対
策
を
行
っ
た
も
の
。

※
果
樹
園
に
お
け
る
も
の
お
よ
び
交
付

決
定
前
に
伐
採
し
た
も
の
は
対
象
外

と
な
り
ま
す
。

▼
補
助
対
象
者
（
次
の
要
件
を
す
べ
て

満
た
す
方
）

〇
町
内
に
住
所
ま
た
は
固
定
資
産
を
有

　
す
る
個
人
で
あ
る
方

①
成
虫
は
全
体
的
に
光
沢
の
あ
る
黒
色

で
、
胸
部
（
首
部
）
が
赤
い
。
6
〜

8
月
上
旬
に
成
虫
と
な
っ
て
樹
木
の

外
に
現
れ
る
。
体
長
は
約
2
．
5
〜

4
c
m
。

②
排
出
さ
れ
た
フ
ラ
ス
は
褐
色
で
カ
リ

ン
ト
ウ
状
の
も
の
が
多
い
。

　
ツ
ヤ
ハ
ダ
ゴ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
（
左
）

は
、
ト
チ
ノ
キ
や
カ
ツ
ラ
、
ア
キ
ニ
レ
、

シ
ラ
カ
バ
な
ど
の
幅
広
い
種
類
の
樹
木

を
加
害
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
外
来
種

で
す
。
町
内
で
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、

県
北
を
中
心
に
今
後
被
害
が
拡
大
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

①
成
虫
は
全
体
的
に
光
沢
の
あ
る
黒
色

　
で
、
胴
体
に
白
い
斑
点
。
在
来
種
と

　
よ
く
似
て
い
る
が
胸
部
（
首
部
）
の

　
白
紋
が
な
い
。
６
〜
８
月
上
旬
に
成

　
虫
と
な
っ
て
樹
木
の
外
に
現
れ
る
。

　
体
長
は
約
2
〜
3
．
5
c
m
。

③
被
害
に
あ
っ
た
樹
木
（
右
）。
木
の
上

　
部
か
ら
被
害
が
進
行
す
る
。

　
ど
ち
ら
の
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
も
、
幼
虫

が
生
木
に
加
害
す
る
こ
と
で
樹
木
を
衰

弱
さ
せ
て
、
落
枝
や
倒
木
等
の
被
害
が

発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
と
も
に
、
農

作
物
や
生
態
系
に
被
害
が
拡
大
す
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

　
成
虫
や
フ
ラ
ス
を
見
つ
け
た
場
合
は

逃
が
さ
ず
捕
殺
す
る
と
と
も
に
、
環
境

課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
環
境
課
環
境
保
全
係

　
☎
72
‐
6
9
4
0

〇
同
一
世
帯
に
町
税
な
ど
を
滞
納
し
て

　
い
る
方
が
い
な
い
方

〇
町
内
に
存
す
る
自
己
所
有
の
被
害
木

を
伐
採
し
、
費
用
が
発
生
す
る
方

〇
令
和
７
年
度
中
に
同
一
世
帯
に
お
い

て
、
本
補
助
金
を
受
け
て
い
な
い
方

▼
申
込
方
法　
交
付
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添
付
の

う
え
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
補
助
金
の
額
　
被
害
木
の
伐
採
に
要

す
る
費
用
、
伐
採
後
の
被
害
木
を
処

分
す
る
た
め
の
切
断
に
要
す
る
費
用

お
よ
び
伐
採
後
の
被
害
木
の
運
搬
、

処
分
に
要
す
る
費
用
（
消
費
税
、
地

方
消
費
税
、
所
有
者
自
ら
が
行
う
伐

採
、
切
断
お
よ
び
運
搬
に
要
す
る
費

用
を
除
く
。）
の
合
計
額
に
6
分
の
5

を
乗
じ
て
得
た
額
（
1
，
0
0
0
円

未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。
限
度

額
25
万
円
）

▼
外
来
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
類
に
つ
い
て

　
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
（
左
）
は
、

サ
ク
ラ
や
モ
モ
、
ウ
メ
な
ど
バ
ラ
科
を

中
心
と
し
た
多
種
の
樹
木
を
加
害
す
る

こ
と
で
知
ら
れ
る
外
来
種
で
す
。
県
内

で
も
県
南
部
で
被
害
が
確
認
さ
れ
て
お

り
、
今
後
被
害
が
拡
大
す
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
。

令
和
７
年
度
那
須
町

外
来
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
類

被
害
木
伐
採
推
進
事
業
費

補
助
金
の
お
知
ら
せ

ホームページ

ホームページ

カラーの画像は
こちらから確認できます▶

胸部（首）が赤い


